
別 表 

（地域スポーツクラブ普及推進事業） 

市町村体育・スポーツ協会が総合型地域スポーツクラブの創設・育成に向けて実施する下記の事業とする。 

事 業 名 補 助 対 象 経 費 

補助率 

又 は 

補助額 

① 総合型地域スポーツクラブ 

啓発研修会 

地域住民などを対象とした、啓発研修会の開催に係る

講師謝金・旅費交通費、事務用等消耗品費、資料印

刷製本費、会場使用料、通信費等事業に直接要する

経費 

予算の範囲内で理事長

が定める補助率又は補助

額とする 

 

（仙台市の算出は区単

位とする。） 

② 先進地視察・調査 クラブ育成に資するため、先進総合型地域スポーツク

ラブの視察・調査の実施に係る、参加者の旅費交通

費、資料購入のための消耗品費等事業に直接要する

経費 

③ みやぎ広域スポーツセンター

及び日本スポーツ協会等が開

催する研修会への派遣 

研修会参加に係る参加者の旅費交通費、資料購入の

ための消耗品費等事業に直接要する経費 

④ スポーツ教室 地域住民を対象に、総合型クラブ啓発を目的としたス

ポーツ教室開催に係る講師謝金・旅費交通費、競技

用・事務用等消耗品費、開催要項等の印刷製本費、

会場使用料、競技用備品の賃借料、通信費等事業に

直接要する経費 

⑤ スポーツ交流大会 地域住民を対象に、スポーツ活動への参加の動機づ

け及び世代間交流等を目的とした、スポーツ交流大

会、体力テスト、メディカルチェック等の開催に係る審

判員謝金・旅費交通費、競技用・事務用等消耗品費、

開催要項等の印刷製本費、会場使用料、競技用備品

の賃借料、参加者等に対する通信費等事業に直接要

する経費 

⑥ 広報活動 地域住民を対象に、総合型地域スポーツクラブの意

義や必要性などについての理解を深める会報誌等を

発行する印刷製本費、事務用等消耗品費、配布のた

めの通信費等事業に直接要する経費 

⑦ 企画・運営委員会の開催 ①から⑥を実施するために開催する会議に係る事務

用消耗品費、資料等印刷製本費、会議室使用料、会

議通知のための通信費等事業に直接要する経費 

 

 


